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水道料金の仕組みについて

１．水道料金の設定　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　３　～　２０　　　　

２．久留米市の水道料金制度　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　２１　～　３３

３．他市との比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３４　～　４７
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受益者負担の
料金収入により
事業を展開する
独立採算制の
地方公営企業

受益者負担の
料金収入により
事業を展開する
独立採算制の
地方公営企業

水道事業

水道料金に関する法令

水道事業

水道法

○水道事業の基本法

水道法

○水道事業の基本法

地方公営企業法
○地方公営企業制度を規定

地方自治法の特別法

地方公営企業法
○地方公営企業制度を規定

地方自治法の特別法

料金に関する規定料金に関する規定
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水道法による供給規程

水道事業者水道事業者
料金、給水装置工事の

費用の負担区分
その他の供給条件

料金、給水装置工事の
費用の負担区分
その他の供給条件

供給規程の
適合すべき

要件

供給規程の
適合すべき

要件

公正妥当な料金
能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なもの

公正妥当な料金
能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なもの

料金の明定性
定率又は定額をもって明確に定められていること

料金の明定性
定率又は定額をもって明確に定められていること

差別的取扱いの禁止
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと

差別的取扱いの禁止
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと

水道法第１４条
供給規程

水道法第１４条
供給規程
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地方公営企業法による料金

地方公営企業法第２１条（料金）
地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を
徴収することができる。

地方公営企業法第２１条（料金）
地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を
徴収することができる。

公正妥当性公正妥当性

適正な原価適正な原価

健全な運営の確保健全な運営の確保

料

金

料

金

総括原価主義

原価に基づいた
料金を定める

総括原価主義

原価に基づいた
料金を定める
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条例による決定

水道事業者水道事業者 需要者
（世帯、事業所）

需要者
（世帯、事業所）

契約契約

供給規程供給規程地方公共団体
の場合

地方公共団体
の場合

議会の議決議会の議決 条例に規定
（給水条例）

条例に規定
（給水条例）

厚生労働省
に届出

厚生労働省
に届出
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料金設定のプロセス

（総料金収入額
＝料金として回収
すべき総原価）

の算定

（総料金収入額
＝料金として回収
すべき総原価）

の算定

（総料金収入額を
水道使用者へ
賦課配分する方法）

の設定

（総料金収入額を
水道使用者へ
賦課配分する方法）

の設定

（料金表の確定）

の設定

（料金表の確定）

の設定

料金算定期間の決定
財政収支の見積

料金算定期間の決定
財政収支の見積

財政計画の策定財政計画の策定

料金水準料金水準 料金体系料金体系 水道料金水道料金
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確保できる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確保できる

料金水準

サービスの提供に
必要な原価

サービスの提供に
必要な原価 料金収入料金収入

総括原価主義総括原価主義

独立採算独立採算 投資投資 公共性公共性

日本のみならず海外でも多くの公共料金において採用日本のみならず海外でも多くの公共料金において採用

料金として回収すべき金額（水準）料金として回収すべき金額（水準）
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総括原価

総括原価総括原価

適正な原価適正な原価 事業報酬事業報酬＋＋＝＝

営業費用
（人件費）
（修繕費）

（減価償却費）

営業費用
（人件費）
（修繕費）

（減価償却費）

資本費用
（支払利息）
（資産維持費）

資本費用
（支払利息）
（資産維持費）＋＋＝＝

経営の効率化努力を前提とした
能率的な経営の下における

適正な原価

経営の効率化努力を前提とした
能率的な経営の下における

適正な原価
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料金体系

総括原価を水道使用者へ賦課配分する方法総括原価を水道使用者へ賦課配分する方法

個々のサービスの
供給に必要な
原価に基づいて

料金を設定する考え方

個々のサービスの
供給に必要な
原価に基づいて

料金を設定する考え方

個別原価主義個別原価主義

個別原価主義の例外
として、小口径群について
原価の一部を基本料金に

配賦しないなど
軽減措置を実施

個別原価主義の例外
として、小口径群について
原価の一部を基本料金に

配賦しないなど
軽減措置を実施

生活用水への配慮生活用水への配慮

水道法の立法趣旨水道法の立法趣旨受益者負担の原則受益者負担の原則
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定額制と計量制

何㎥使っても定額何㎥使っても定額

　

１㎥あたりいくら

　

１㎥あたりいくら

使用水量
に応じて
決定

使用水量
に応じて
決定

使用水量の
計量

使用水量の
計量

しないしない

するする

定額制定額制

計量制計量制

水道料金水道料金 水道水の使用という
サービスの対価

水道水の使用という
サービスの対価

負担の
公平性
確保

負担の
公平性
確保
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一部料金制と二部料金制

一部料金制一部料金制

二部料金制二部料金制

定額料金制定額料金制

従量料金制従量料金制

基本料金基本料金

従量料金従量料金

定額料金、従量料金の
どちらかだけで構成

定額料金、従量料金の
どちらかだけで構成

定額料金、従量料金の組み合わせにより構成定額料金、従量料金の組み合わせにより構成

定額料金部分定額料金部分

従量料金部分従量料金部分
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基本料金

使用した水量に関係なく必要となる料金（経費）使用した水量に関係なく必要となる料金（経費）

基本料金（定額料金部分）基本料金（定額料金部分）

用途別料金用途別料金

口径別料金口径別料金

基本水量あり基本水量あり

基本水量なし基本水量なし
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基本水量制

政策的配慮から導入政策的配慮から導入

一定水量の範囲内
の使用

一定水量の範囲内
の使用

従量料金を賦課せず
定額の基本料金のみの負担

従量料金を賦課せず
定額の基本料金のみの負担

水道の普及促進水道の普及促進 公衆衛生の向上公衆衛生の向上 料金を低廉に抑える料金を低廉に抑える

基本料金基本料金

従量料金従量料金

基本水量部分（一定水量）
従量料金は賦課せず

基本水量部分（一定水量）
従量料金は賦課せず
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用途別料金体系

水の使い道で料金に差をつける水の使い道で料金に差をつける

家庭用（一般）家庭用（一般） 家庭用（集合）家庭用（集合） 営業用営業用

工場用工場用 官公署・学校用官公署・学校用 公衆浴場用公衆浴場用

船舶用船舶用 その他その他

利用者の
負担能力を基準

利用者の
負担能力を基準

　　　　　　　　　　用途を２～３区分　　　　　　　　　　用途を２～３区分

最近の傾向
用途区分を
細分化しない

最近の傾向
用途区分を
細分化しない

家事用家事用 家事用以外家事用以外

公衆浴場用公衆浴場用
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口径別料金体系

水道管、水道メーターの口径の大きさで料金に差をつける水道管、水道メーターの口径の大きさで料金に差をつける

水道施設の規模水道施設の規模 最も多く水が
使われる時の水の量

最も多く水が
使われる時の水の量

大きな口径を
つけている
利用者

大きな口径を
つけている
利用者

一度に多くの
水を使える

一度に多くの
水を使える

水道施設の費用を
多く負担すべき

水道施設の費用を
多く負担すべき
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料金体系の状況

41.3 41.1 40.8 40.3 40.0 39.8 38.7

45.6 46.0 46.4 47.0 47.4 47.8 49.4

13.1 12.9 12.8 12.7 12.6 12.4 11.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

日本水道協会｢水道料金表」より日本水道協会｢水道料金表」より
平成１７年４月１日現在

末端給水事業体
１，５８６事業体

平成１７年４月１日現在
末端給水事業体
１，５８６事業体

用途別料金体系
３８．７％

６１３事業体

用途別料金体系
３８．７％

６１３事業体

その他
１１.９％

１９０事業体

その他
１１.９％

１９０事業体

口径別料金体系
４９.４％

７８３事業体

口径別料金体系
４９.４％

７８３事業体



18

　　　　 使用水量の増大に対し高い単価を適用するが
　　　　 一定量の使用後は単価が安くなる

　　　　 使用水量の増大に対し高い単価を適用するが
　　　　 一定量の使用後は単価が安くなる

使用水量の増大に対し高い単価を適用使用水量の増大に対し高い単価を適用

使用水量に対し同一単価
　　　　　 どれだけ使っても1㎥あたり単価は同じ

使用水量に対し同一単価
　　　　　 どれだけ使っても1㎥あたり単価は同じ

従量料金

使用した水量に応じて必要となる料金（経費）使用した水量に応じて必要となる料金（経費）

従量料金（従量料金部分）従量料金（従量料金部分）

均一型料金均一型料金

逓増型料金逓増型料金

逓増逓減型料金逓増逓減型料金
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従量料金の逓増制

高度成長期、水需要が急激に増加する状況高度成長期、水需要が急激に増加する状況

大口需要の抑制大口需要の抑制

逓増制は従量料金について、使用量が増加するほど
適用される単価が高くなる料金設定方法

逓増制は従量料金について、使用量が増加するほど
適用される単価が高くなる料金設定方法

低廉な生活用水の供給低廉な生活用水の供給

需要増加とそれに伴う
施設整備等に要する

増分経費

需要増加とそれに伴う
施設整備等に要する

増分経費

大口使用者の
負担に求める

大口使用者の
負担に求める
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料金設定の仕組み

原価の適正な
配分

原価の適正な
配分

生活用水への
配慮

生活用水への
配慮

水道料金の設定水道料金の設定

総括原価の算定総括原価の算定
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久留米市の料金体系

●　口径別
●　二部料金制

●　口径別
●　二部料金制

●基本水量有り
（13mm～25mmのみ）

●基本水量有り
（13mm～25mmのみ） ●　逓増型●　逓増型

●　用途別
●　二部料金制

●　用途別
●　二部料金制 ●基本水量有り●基本水量有り ●　均一型●　均一型城島地区城島地区

旧久留米地区旧久留米地区

三潴地区三潴地区 ●基本水量有り●基本水量有り ●　均一型●　均一型●　用途別
●　二部料金制

●　用途別
●　二部料金制

料金体系料金体系
基本料金基本料金 従量料金従量料金

料金構成料金構成
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城島地区水道料金

基本料金

（１月につき）

従量料金

（１月につき）

基本水量 料金 １㎥につき

口径13㎜及び20㎜ 10㎥まで 1,380円 175円

上記以外 8㎥まで 1,380円 175円

学校用 50㎥まで 8,600円 175円

公民分館用 2㎥まで 340円 175円

一般用

用途

合併による軽減策

一般用の口径13mm及び20mmは基本水量を2㎥増加し、旧久留米と同じ10㎥とした。

旧久留米と同じように水道メーター使用料を徴収しないこととした。
合併前の水道メーター使用料（1月につき）
13mm70円、20mm140円、25mm170円、30mm220円、40mm280円、50ｍｍ1,180円
75mm2,300円

合併による軽減策

一般用の口径13mm及び20mmは基本水量を2㎥増加し、旧久留米と同じ10㎥とした。

旧久留米と同じように水道メーター使用料を徴収しないこととした。
合併前の水道メーター使用料（1月につき）
13mm70円、20mm140円、25mm170円、30mm220円、40mm280円、50ｍｍ1,180円
75mm2,300円

税込み税込み

H17年度軽減額　約17,700千円H17年度軽減額　約17,700千円



23

三潴地区水道料金

基本料金

（１月につき）

従量料金

（１月につき）

基本水量 料金 １㎥につき

口径13㎜及び20㎜ 10㎥まで 1,440円 180円

上記以外 8㎥まで 1,440円 180円

官公署・病院用 15㎥まで 2,700円 180円

学校・工業用 100㎥まで 18,000円 180円

公民分館用 2㎥まで 360円 180円

一般用

用途

合併による軽減策

一般用の口径13mm及び20mmは基本水量を2㎥増加し、旧久留米と同じ10㎥とした。

旧久留米と同じように水道メーター使用料を徴収しないこととした。
合併前の水道メーター使用料（1月につき）
13mm70円、20mm100円、25mm130円、40mm350円、50ｍｍ2,000円
75mm2,300円

合併による軽減策

一般用の口径13mm及び20mmは基本水量を2㎥増加し、旧久留米と同じ10㎥とした。

旧久留米と同じように水道メーター使用料を徴収しないこととした。
合併前の水道メーター使用料（1月につき）
13mm70円、20mm100円、25mm130円、40mm350円、50ｍｍ2,000円
75mm2,300円

税込み税込み

H17年度軽減額　約17,100千円H17年度軽減額　約17,100千円
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旧久留米地区水道料金

口径 基本料金 従量料金（円）

10㎥まで
245円

1～10㎥まで 　　一律65

11～15㎥
まで245円

1～10㎥まで1㎥につき8
11㎥以上　　 1㎥につき45

16㎥以上
245円

20 mm 270円

25 mm 500円

40 mm 1,000円

50 mm 2,000円

75 mm 3,500円

100 mm 6,000円

150 mm 10,000円

200 mm以上 20,000円

1～10㎥まで1㎥につき10

11～30㎥まで1㎥につき45
　

31㎥以上　　 1㎥につき50
　　　　　　

13 mm用途別料金体系
S5～S47

用途別料金体系
S5～S47

口径別料金体系
S48.4.1

基本水量制なし

口径別料金体系
S48.4.1

基本水量制なし

家事及び営業用家事及び営業用

湯屋用湯屋用

工業用工業用
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旧久留米地区基本料金の変遷

口径 基本水量 S50.10 S53.4 S55.4 S57.4 S60.4 H1.4

13㎜ 10㎥まで 360 360 410 550 660 750

20㎜ 10㎥まで 460 570 670 920 1,180 1,200

25㎜ 10㎥まで 800 990 1,200 1,650 2,130 2,480

40㎜ 無 1,600 2,200 2,700 3,800 5,100 6,000

50㎜ 無 3,400 4,800 5,900 9,400 11,500 13,600

75㎜ 無 6,300 10,000 13,500 19,500 26,900 32,000

100㎜ 無 11,100 19,000 26,000 38,000 52,500 62,500

150㎜ 無 19,500 36,000 51,000 75,000 104,000 124,000

200㎜ 無 40,000 75,000 110,000 163,000 226,000 270,000

250㎜ 無 40,000 80,000 125,000 187,000 261,000 313,000

税抜き税抜き

S50から13mm～25mmに基本水量（10㎥）を付加S50から13mm～25mmに基本水量（10㎥）を付加
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旧久留米地区従量料金の変遷

口径 水量区画（使用量） S50.10 S53.4 S55.4 S57.4 S60.4 H1.4

10 ㎥を超え 20 ㎥まで 60 70 80 105 130 150

20 ㎥を超え 50 ㎥まで 75 90 110 150 195 225

50 ㎥を超え100 ㎥まで 80 105 125 175 235 275

100 ㎥を超える分 90 115 140 200 270 325

1 ㎥から20 ㎥まで 60 70 80 105 130 150

20 ㎥を超え 50 ㎥まで 75 90 110 150 195 225

50 ㎥を超え100 ㎥まで 80 105 125 175 235 275

100 ㎥を超える分 90 115 140 200 270 325

40㎜
～

250㎜

13㎜
～

25㎜

税抜き税抜き

従量料金の水量区画はS50から変更なし従量料金の水量区画はS50から変更なし
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旧久留米地域の逓増度推移

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

昭和50年 1 1.7 2.1 2.2 2.5

昭和53年 1 1.9 2.5 2.9 3.2

昭和55年 1 2 2.7 3 3.4

昭和57年 1 1.9 2.7 3.2 3.6

昭和60年 1 2 3 3.6 4.1

平成元年 1 2 3 3.7 4.3

13mm基本水量内
10㎥を超え20㎥ま

で
20㎥を超え50㎥ま

で
50㎥を超え100㎥

まで
100㎥を超える分

倍

S50
2.5倍
S50

2.5倍

S53
3.2倍
S53

3.2倍

S55
3.4倍
S55

3.4倍

S57
3.6倍
S57

3.6倍

S60
4.1倍
S60

4.1倍H1（現行）
4.3倍

H1（現行）
4.3倍
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口径別有収水量

9,024

9,726

1,017
1,240

1,013 1,059

397 449

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm

有収水量（千㎥）

旧久留米地区（平成１７年度）旧久留米地区（平成１７年度）

小口径群小口径群 中口径群中口径群 大口径群大口径群

13mm　　　　37.7％
20mm　　　　40.7％
25mm　　　　 4.3％
40mm　　　　　5.2％
50mm　　　　　4.2％
75mm　　　　　4.4％
100mm　　　　 1.7％
150mm　　　　 1.9％

13mm　　　　37.7％
20mm　　　　40.7％
25mm　　　　 4.3％
40mm　　　　　5.2％
50mm　　　　　4.2％
75mm　　　　　4.4％
100mm　　　　 1.7％
150mm　　　　 1.9％
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口径別調定件数
316,467

297,856

11,645 5,366
1,406 643 129 39

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm

調定件数

旧久留米地区（平成１７年度）旧久留米地区（平成１７年度）

小口径群小口径群 中口径群中口径群 大口径群大口径群

13mm　　　　50.0％
20mm　　　　47.7％
25mm　　　　 1.8％
40mm　　　　　0.8％
50mm　　　　　0.2％
75mm　　　　　0.1％
100mm　　　　 0.0％
150mm　　　　 0.0％

13mm　　　　50.0％
20mm　　　　47.7％
25mm　　　　 1.8％
40mm　　　　　0.8％
50mm　　　　　0.2％
75mm　　　　　0.1％
100mm　　　　 0.0％
150mm　　　　 0.0％
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口径別調定単位ごと有収水量

28.5 32.7 87.3 231.0

720.8
1,646.9

3,076.2

11,501.6

0

5,000

10,000

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm

有収水量（㎥）

旧久留米地区（平成１７年度）旧久留米地区（平成１７年度）

小口径群小口径群 中口径群中口径群 大口径群大口径群

調定は2月に1度のため

口径ごと平均
2月分の使用量

調定は2月に1度のため

口径ごと平均
2月分の使用量
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口径別調定金額

1,203,558

1,588,908

258,401

397,172
344,794

372,958

141,906 153,940

0

500,000

1,000,000

1,500,000

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm

調定金額（千円）

旧久留米地区（平成１７年度）旧久留米地区（平成１７年度）

小口径群小口径群 中口径群中口径群 大口径群大口径群

13mm　　　　27.0％
20mm　　　　35.6％
25mm　　　　 5.8％
40mm　　　　　8.9％
50mm　　　　　7.7％
75mm　　　　　8.4％
100mm　　　　 3.2％
150mm　　　　 3.5％

13mm　　　　27.0％
20mm　　　　35.6％
25mm　　　　 5.8％
40mm　　　　　8.9％
50mm　　　　　7.7％
75mm　　　　　8.4％
100mm　　　　 3.2％
150mm　　　　 3.5％
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口径別販売単価

133.37 163.37

254.07

320.40
340.21

352.20 357.60
343.19

0

50

100

150

200

250

300

350

400

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm

販売単価（円）

平均販売単価
184.54円

平均販売単価
184.54円

給水原価
170.31円
給水原価
170.31円

旧久留米地区（平成１７年度）旧久留米地区（平成１７年度）

平均販売単価
・給水原価は、
応援給水分を
除いて計算

平均販売単価
・給水原価は、
応援給水分を
除いて計算

13mm口径の有収水量が9,024千㎥、原価割れ額は333,347千円
20mm口径の有収水量が9,726千㎥、原価割れ額は67,498千円

13mm口径の有収水量が9,024千㎥、原価割れ額は333,347千円
20mm口径の有収水量が9,726千㎥、原価割れ額は67,498千円

給水原価との比較
13mm　　78.3％
20mm　　95.9％
25mm　 149.2％
40mm　 188.1％
50mm　 199.8％
75mm    206.8％
100mm　210.0％
150mm　201.5％

給水原価との比較
13mm　　78.3％
20mm　　95.9％
25mm　 149.2％
40mm　 188.1％
50mm　 199.8％
75mm    206.8％
100mm　210.0％
150mm　201.5％
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口径別割合比較

50.0

37.7
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額

150mm

100mm
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13mm

調定件数、有収水量、調定金額割合の比較調定件数、有収水量、調定金額割合の比較

旧久留米地区旧久留米地区 平成１７年度平成１７年度
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水道料金の地域格差

一般家庭10㎥、１月あたりの料金（消費税、メーター使用料含む、単位：円）一般家庭10㎥、１月あたりの料金（消費税、メーター使用料含む、単位：円）

長野原町（群馬県）　3,255
池田町（北海道）　　 3,181
増毛町（北海道）　　 3,060
上天草市大矢野地区
（熊本県）　　　　　　　3,045
松山町（宮城県）　　 3,023

長野原町（群馬県）　3,255
池田町（北海道）　　 3,181
増毛町（北海道）　　 3,060
上天草市大矢野地区
（熊本県）　　　　　　　3,045
松山町（宮城県）　　 3,023

最高料金最高料金

富士河口湖町
（山梨県）　　　　　　　　335
赤穂市（兵庫県）　　 　357
小山町（静岡県）　　 　363
沼津市沼津地区
（静岡県）　　　　　　　　460
草津町（群馬県）　　 　493

富士河口湖町
（山梨県）　　　　　　　　335
赤穂市（兵庫県）　　 　357
小山町（静岡県）　　 　363
沼津市沼津地区
（静岡県）　　　　　　　　460
草津町（群馬県）　　 　493

最低料金最低料金

最高倍率　9.72倍　　（長野原町/富士河口湖町）　最高倍率　9.72倍　　（長野原町/富士河口湖町）　

口径別料金体系では13mm、用途別料金体系では「家事用」を適用
日本水道協会｢水道料金表」（平成17年4月1日）より

口径別料金体系では13mm、用途別料金体系では「家事用」を適用
日本水道協会｢水道料金表」（平成17年4月1日）より
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中核市（候補市含む）の状況

中核市３５市
函館市、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、川越市、横須賀市、
新潟市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、浜松市、豊橋市、岡崎市、豊田市、
堺市、高槻市、東大阪市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、
福山市、下関市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、
鹿児島市

中核市３５市
函館市、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、川越市、横須賀市、
新潟市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、浜松市、豊橋市、岡崎市、豊田市、
堺市、高槻市、東大阪市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、
福山市、下関市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、
鹿児島市

中核市候補市６市
前橋市、高崎市、青森市、柏市、四日市市、大津市

中核市候補市６市
前橋市、高崎市、青森市、柏市、四日市市、大津市

船橋市、相模原市は広域水道のため除外船橋市、相模原市は広域水道のため除外

八王子市は広域水道のため除外八王子市は広域水道のため除外
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料金体系の状況

41市すべてが二部料金制（基本料金と従量料金を徴収）41市すべてが二部料金制（基本料金と従量料金を徴収）

用途別料金体系
６市

旭川市、金沢市、岐阜市、
東大阪市、倉敷市、福山市

用途別料金体系
６市

旭川市、金沢市、岐阜市、
東大阪市、倉敷市、福山市

口径別料金体系
３５市

口径別料金体系
３５市

うち８市うち８市

１３mm、２０mmの基本料金が同額

横須賀市、浜松市、堺市、高槻市、
姫路市、高知市、長崎市、大津市

１３mm、２０mmの基本料金が同額

横須賀市、浜松市、堺市、高槻市、
姫路市、高知市、長崎市、大津市



37

基本水量制の状況

　　基本水量制あり　２２市
　　　　　　　　　　5㎥/月　　　 1市
　　　　　　　　　　7㎥/月　 　　1市
　　　　　　　　　　8㎥/月　 　　5市
　　　　　　　　　10㎥/月　　　15市　

　　基本水量制あり　２２市
　　　　　　　　　　5㎥/月　　　 1市
　　　　　　　　　　7㎥/月　 　　1市
　　　　　　　　　　8㎥/月　 　　5市
　　　　　　　　　10㎥/月　　　15市　

基本水量制なし　１９市基本水量制なし　１９市

　基本水量制を廃止した市　11市
　基本水量を減量した市　 3市
　基本水量制を廃止した市　11市
　基本水量を減量した市　 3市

水道の高普及化による基本水量制の役割終了
基本水量内使用者の増加

料金体系の簡素化
負担の公平性の確保

水道の高普及化による基本水量制の役割終了
基本水量内使用者の増加

料金体系の簡素化
負担の公平性の確保
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従量料金の状況

均一型
２市

旭川市、岐阜市

均一型
２市

旭川市、岐阜市

逓増型
３８市

逓増型
３８市

逓増逓減型
１市

前橋市

3,000㎥までは

逓増
3,000㎥を

超えると逓減

水量区画は７区画

逓増逓減型
１市

前橋市

3,000㎥までは

逓増
3,000㎥を

超えると逓減

水量区画は７区画

口径13mm又は家庭用口径13mm又は家庭用

２区画　　　２市
３区画　　１１市
４区画　　　８市
５区画　　１３市
６区画　　　３市
７区画　　　１市

２区画　　　２市
３区画　　１１市
４区画　　　８市
５区画　　１３市
６区画　　　３市
７区画　　　１市

10㎥を超える

水量区画を
1区画とすると

10㎥を超える

水量区画を
1区画とすると

水量区画水量区画



39

逓増度比較
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（倍）

42市平均
2.6倍
42市平均
2.6倍

1.02倍1.02倍

4.33倍4.33倍

平成18年8月1日時点（税抜単価）平成18年8月1日時点（税抜単価）

13mm(家庭用）の
基本水量内1㎥の料金と

１番高い水量区画の
1㎥の単価を比較

13mm(家庭用）の
基本水量内1㎥の料金と

１番高い水量区画の
1㎥の単価を比較
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家庭用13mm（10㎥）料金比較
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（円）

42市平均
1,066円
42市平均
1,066円750円750円

2,060円2,060円

670円670円

城島地区　　　　　　　　　1,315円
三潴地区　　　　　　　　　1,372円
三井水道企業団　 　　　1,800円

城島地区　　　　　　　　　1,315円
三潴地区　　　　　　　　　1,372円
三井水道企業団　 　　　1,800円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）
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家庭用13mm（20㎥）料金比較
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（円）

42市平均
2,358円
42市平均
2,358円

2,250円2,250円

4,205円4,205円

1,325円1,325円

城島地区　　　　　　　　　2,981円
三潴地区　　　　　　　　　3,086円
三井水道企業団　 　　　3,600円

城島地区　　　　　　　　　2,981円
三潴地区　　　　　　　　　3,086円
三井水道企業団　 　　　3,600円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）
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家庭用20mm（10㎥）料金比較
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（円）

42市平均
1,426円
42市平均
1,426円1,200円1,200円

3,870円3,870円

670円670円

城島地区　　　　　　　　　1,315円
三潴地区　　　　　　　　　1,372円
三井水道企業団　 　　　3,550円

城島地区　　　　　　　　　1,315円
三潴地区　　　　　　　　　1,372円
三井水道企業団　 　　　3,550円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）
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家庭用20mm（20㎥）料金比較
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（円）

42市平均
2,718円
42市平均
2,718円

2,700円2,700円

4,870円4,870円

1,455円1,455円

城島地区　　　　　　　　　2,981円
三潴地区　　　　　　　　　3,086円
三井水道企業団　 　　　3,550円

城島地区　　　　　　　　　2,981円
三潴地区　　　　　　　　　3,086円
三井水道企業団　 　　　3,550円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）
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工場用75mm（1000㎥）料金比較
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（円）

42市平均
275,302円
42市平均
275,302円

348,000円348,000円

499,900円499,900円

141,060円141,060円

城島地区　　　　　　　166,648円
三潴地区　　　　　　　171,429円
三井水道企業団　 　191,800円

城島地区　　　　　　　166,648円
三潴地区　　　　　　　171,429円
三井水道企業団　 　191,800円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）



45

工場用75mm（2000㎥）料金比較
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（円）

42市平均
543,504円
42市平均
543,504円

673,000円673,000円

999,900円999,900円

281,060円281,060円

城島地区　　　　　　　333,315円
三潴地区　　　　　　　342,858円
三井水道企業団　 　394,800円

城島地区　　　　　　　333,315円
三潴地区　　　　　　　342,858円
三井水道企業団　 　394,800円

平成18年8月1日時点（税抜額）平成18年8月1日時点（税抜額）
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加入金制度について

メーター口径 旧城島地区 旧三潴地区

13mm 31,500円 41,200円

20mm 73,500円 61,800円

25mm 115,500円 92,700円

30mm 168,000円 144,200円

40mm 294,000円 257,500円

50mm 472,500円 401,700円

75mm 1,050,000円 906,400円

100mm － 管理者が

別に定める。

新・旧使用者の負担の

公平を図るため、新規に

給水申請をする際に

施設の拡充または更新

に要する経費の一部を

負担する制度

新・旧使用者の負担の

公平を図るため、新規に

給水申請をする際に

施設の拡充または更新

に要する経費の一部を

負担する制度

中核市等４１市中
３９市に制度あり。
函館市、旭川市、
旧久留米地区では
徴収していない

中核市等４１市中
３９市に制度あり。
函館市、旭川市、
旧久留米地区では
徴収していない
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メーター使用料について

メーター口径 旧城島町 旧三潴町

13mm 70円 70円

20mm 140円 100円

25mm 170円 130円

30mm 220円 －

40mm 280円 350円

50mm 1,180円 2,000円

75mm 2,300円 2,300円

合併前の旧城島町、

旧三潴町は、水道料金

とは別に、水道メーター

の使用料を徴収してい

ました

合併前の旧城島町、

旧三潴町は、水道料金

とは別に、水道メーター

の使用料を徴収してい

ました

中核市等４１市中
３９市が

徴収していない。
金沢市、岐阜市、

のみ徴収。

中核市等４１市中
３９市が

徴収していない。
金沢市、岐阜市、

のみ徴収。
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